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 Q １. 今ブライダル業界で何が起きているのか？　　　　　　　　　　　　

 A １. 音楽著作権を巡って、特に映像コンテンツ
 の商品設計を見直さざるを得ない状況です。

　2017 年３月９日に一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）が、史
上初めて、ブライダル映像コンテンツ（プロフィールビデオ、エンドロール、
記録用ビデオ等）を製作する事業者に対して、適正な許諾料の支払いがな
されていない等として「損害賠償」及び「管理楽曲の使用禁止」を求めて
訴訟を提起しました。
　ブライダルの現場における音楽著作権の問題は 2012 年頃から議論になり
始め、音楽業界側からブライダル業界に対して適正な許諾料の支払いを求
める動きが活発化し、2013 年にはブライダル事業者向けの許諾代行機関と
して一般社団法人音楽特定利用促進機構（ISUM）が設立されるなど、徐々
にブライダルの現場における音楽著作権対応体制が整備、確立されてきま
した。
　そんな中、ブライダル業界では音楽著作権に関する対応に「積極的な事
業者」と「積極的とは言えない事業者」とに区分されていき、「積極的な事
業者」からは、同じ事業を展開しながら適正な許諾料を支払っていない事
業者とのアンバランスさを指摘する声が高まり、JASRACとしては、それ
が看過できない状況になったことから今般の訴訟に踏み切ったと説明して
います。
　上記訴訟については本書執筆時点においてはまだ係争中であり結論は出
ておりませんが、いずれにせよ、史上初めてブライダル事業者に対して訴
訟が提起されたという事実は重く、映像製作事業者のみならず、会場も含
めて「音楽著作権」とどう向き合っていくのか、またそのために現行の商
品設計に問題はないかを検証し、不備や不安な点があれば見直しを検討す
べき段階に至ったことは間違いありません。
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２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７

17 年３月
JASRAC がブライダルコン
テンツの制作事業者に対して

訴訟を提起

14 年８月〜９月
JASRAC と日本レコー
ド協会が、東京と大阪

で説明会を開催

14 年７月
JASRAC、日本レコード協
会、ISUM が日本ブライダル
文化振興協会（BIA）会員に
上記運用基準、代行システ

ムの案内文を送付

議論になりはじめる

12 年９月
「ブライダル業界におけ
る音楽使用を考える会」

（現 ISUM）発足

13 年 10 月
ISUM 発足

13 年 12 月〜
14 年１月

JASRAC、日本レコード協会
が、使用料を引いたブライダル

事業者向け運用基準を制定。
ISUM による使用許諾代

行システム開始
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 Q ２. そもそも著作権とは何か？　　　　　　　　　　　　

 A ２. 著作権法に規定された複数の権利の集合体
 としての概念です。ブライダルビジネスで問
 題になるのは、主に「演奏権」と「複製権」
 の２つです。

　著作権とは、それ自体がひとつの権利なのではなく、複数の「支分権（し
ぶんけん）」と呼ばれる権利の集合体としての概念です。
　「支分権」には、「複製権」、「上演権・演奏権」、「上映権」、「公衆送信権・
伝達権」、「口述権」、「展示権」、「頒布権」、「譲渡権」、「貸与権」、「翻訳権」、
「編曲権」及び「翻案権」等がありますが、この中で一般のブライダルビジ
ネスにおける楽曲使用において関係してくるのは、楽曲をその空間に流す
ことに関する権利である「演奏権」と、楽曲をCDや DVD等の媒体に取り
入れ固定することに関する権利である「複製権」の２つといえます。
　したがって本書においてはこの「演奏権」と「複製権」について、次章
から解説を加えていきます。
　なお「演奏権」と「複製権」それぞれの定義は右記の通りですが、「演奏権」
についてはその楽曲を作った人（作詞・作曲家）に、「複製権」については
楽曲を作った人に加えて、その音源を作ったレコード会社にも帰属する点
に注意が必要です（※）。

※正確には、楽曲を作った人（「著作者」）と著作権を持っている人（「著作権者」）が違ったり、

レコード会社の権利にも「著作隣接権」という名前がつけられていたりするのですが、本書では、

ブライダル事業者の皆さんの分かりやすさのため、法律的な言葉の正しさは少しだけ脇におき、

また、専門用語の使用を少なくすることで、極力シンプルな説明を心掛けています。

【演奏権とは】
　「楽曲を一時的に演奏し使用する権利」をいいます。
　「演奏権」における「演奏」には、楽器を演奏したり、歌唱したりすることの他、CD 等を再
生して流す行為全般があてはまります。
　ブライダルビジネスにおいては、「会場」運営事業者が、挙式・披露宴においてバンケット（宴
会場）内に BGM として楽曲を流す行為などがこれに該当します。

【複製権とは】
　「楽曲を CD や DVD 等の媒体に固定する権利」をいいます。
　「複製権」における「複製」には、録音や録画その他の方法によって有形的に再製する行為全
般が当てはまります。
　ブライダルビジネスにおいては、「会場」運営事業者が、挙式・披露宴で使用するための
BGM を１枚の CD にまとめたり、「映像製作」事業者が、プロフィール映像やエンドロールに
BGM を加えたり、挙式・披露宴の様子をそこで演奏されていた楽曲とともに収録したりする
行為などがこれに該当します。
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演奏権

複製権 複製権

著作権イメージ

作詞・作曲者
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レコード会社


